（第６号様式）
旭区文化事業補助金請求書
　　年　　月　　日
横浜市旭区長
請求者　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者の
役職名・氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　

（連絡責任者）
氏名
電話

　先に補助金交付決定を受けた（事業名）　　　　　　　　　　　　　　　について、
補助金を請求します。

１　請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

２　振り込み先
	銀行名
	　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　支店

	　口座番号
	種別：□普通　□当座　　番号：

	
口座名義人
	フリガナ











口座名義人が代表者と異なる場合は、下記の受領委任状に代表者の氏名、受取人の住所・氏名を記入し、委任者（代表者）の押印をしてください。
	【受領委任状】
旭区文化事業補助金の受領については次の受取人に委任しますので、上記口座にお振込ください。

委任者　住所（申出者と同じ）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　氏名　　　　　　　　　㊞
受取人　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　氏名　　　　　　　　　　



※請求委任や受領委任を行わない場合は、請求書の押印を省略できます。
（第７号様式）
旭区文化事業補助金事業計画変更届

　　年　　月　　日

横浜市旭区長
届出者　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者の
役職名・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

（連絡責任者）
氏名
電話

補助金交付決定を受けた事業について、次のとおり事業内容を変更しますので、
届け出ます。

	事　業　名
	

	開 催 期 間
	　　　　年　　月　　日（　）～　　年　　月　　日（　）
午前・午後　　時　　分開演～午前・午後　　時　　分終演

	変更内容
	変　更　前
	

	
	変　更　後
	

	変 更 理 由
	



（第８号様式）

旭区文化事業補助金事業完了報告書

年　月　日

横浜市旭区長

報告者　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
代表者の
役職名・氏名　　　　　　　　　　　　 　　　　　

（連絡責任者）
氏名
電話

先に補助金交付決定を受けた事業が完了しましたので、報告します。

１　事業名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　補助金交付額	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

３　添付書類
（１）旭区文化事業補助金事業報告書（第９号様式）
（２）旭区文化事業補助金事業決算書（第10号様式）
（３）1件10万円以上の領収書等
（４）当日写真及びチラシ又は当日プログラム
（５）来場者のアンケート結果






　※この書類及び上記の添付書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

（第９号様式）

旭区文化事業補助金事業報告書

	事業名
	

	開催日時
	年　　月　　日（　）～　　年　　月　　日（　）
午前・午後　　時　　分開演～午前・午後　　時　　分終演

	会場
	

	共催者
	

	後援者
	

	協賛者
	

	参加者数
	　入 場 者　　　　　　　人
　出演出品者　　　　　　人
その他スタッフ　　　　人　　　（合　　計　　　　　人）

	参加料の有無
	出演出品者：　あり　（　　　　　　　円）　・　なし
入　場　者：　あり　（　　　　　　　円）　・　なし






※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

（第10号様式）
旭区文化事業補助金事業決算書
収入額　 　　　　  　　　　　円
支出額　　 　　　　　　　　　円
差　　引　　　　　　　　　　　　円

	収入の部
	項　目
	金　額（円）
	説　明

	
	旭区文化事業補助金
	
	

	
	その他の収入
	
	

	
	
	
	

	
	合　計
	
	



	支出の部
	項　目
	金　額（円）
	説　明

	
	補助対象経費
	謝金
	
	

	
	
	出演料
	
	

	
	
	旅費
	
	

	
	
	消耗品費
	
	

	
	
	印刷製本費
	
	

	
	
	通信運搬費
	
	

	
	
	保険料
	
	

	
	
	使用料
	
	

	
	
	委託料
	
	

	
	
	手数料
	
	

	
	
	小計（Ａ）
	
	

	
	補助対象外経費
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	小計（Ｂ）
	
	

	
	合計（Ａ）＋（Ｂ）
	
	



· 補助対象経費は旭区文化事業補助金交付要綱の別表に記載された通りです。補助対象外経費と区別して記入してください。
※この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。


